（様式１２：弁明の機会の付与）

令和　　年　　月　　日

　（施設設置者）　殿

○○○○

貴殿の設置する○○○○については、　月　日付けで改善勧告を発したにもかかわらず改善された事実がありません。
ついては、行政手続法に基づき、貴殿（貴社、貴団体等）に対し、弁明の機会を付与しますので、弁明すべき事項があれば、下記により弁明書を　月　日までに当職あて提出されたい。

記

　１　予定される不利益処分
　　　○○の事業停止命令又は施設閉鎖命令
　　　根拠条文：児童福祉法第59条第５項

　２　不利益処分の原因となる事実
　　（１）　・・・・・・・・
　　（２）　・・・・・・・・

３　弁明書の提出先

４　提出期限
　　　　月　　日まで

	名宛人の記入例
○設置者が法人である場合
(株)□□□　代表者　△△　△△　殿
○設置者が個人である場合
◎◎　◎◎　殿



